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 特集：熊本地震  

鋼構造建築物の耐震診断と熊本地震 
崇 城 大 学 

東  康 二 

1．はじめに 

日本では大きな地震被害を受けるたびに、建物の耐震基準が見直されてきた。特に 1981 年の建築

基準法改正によって、中程度の地震までは軽度の損傷に抑えること、大地震では倒壊しないことを基

本方針として構造計算法の大幅な改訂が行われた。この 1981 年に改訂された基準のことを一般に「新

耐震基準」と呼んでいる。しかし 1995 年の兵庫県南部地震において、上記の法改正以前に建てられ

た建物（既存不適格建築物）の耐震性の低さが露呈した。そのため、建物が現行の耐震基準に則った

耐震性能を持つよう耐震診断と耐震改修を促進することを目的として、同年 12 月に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律」が施行された。それに併せて、1996 年に「耐震改修促進法のための既存

鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針」（日本建築防災協会）が刊行された。図 1 はその指針

で示されている耐震診断のフロー図である。耐震改修促進法では、「特定建築物」（不特定多数の人が

使用するある程度以上の規模をもつ建築物）の診断・改修が努力義務とされ、それに伴い文教施設の

耐震化が進んだ。その後、様々な知見を踏まえ 2011 年の東北地方太平洋沖地震を機に改訂され、現

在に至っている 1) 。ここでは、構造耐震指標(Is)および保有水平耐力に係わる指標(q)による耐震性の

評価、および、熊本地震における被災状況について紹介する。 
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図 1 耐震診断フロー1) 
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2．耐震性の評価および耐震改修 

耐震診断は、建物各層の構造耐震指標 Isi と保有水平耐力に係わる指標 qi により判定される（添字

の i は i 層を示し、i 層の Is値を Isi、i 層の q 値を qiと記す）。ここで、構造耐震指標 Isiは、保有水平

耐力 Quiと靭性指標 Fiを用いて、以下の式で表される。 

 

 

 

ここで、Fesiは i 層の剛性率および偏心率によって決まる係数、Wiは i 層よりも上の重量、Z は地震

地域係数、Rtは振動特性係数、Aiは地震層せん断力の高さ方向の分布係数であり、いずれも建築基準

法施行令に準ずる。また、保有水平耐力 Quiは骨組みが崩壊機構を形成し不安定となる時の i 層の層

せん断力であり、靭性指標 Fi は、柱・梁接合部、柱・梁部材、パネルゾーン、柱脚、筋違、梁ある

いは柱のボルト継手などで定められた靭性指標の各層の最小値を用いて算出する。 

また保有水平耐力に係わる指標 qiは、次式で表される。 

 

 

 

これらの指標を用いて以下のように判定する。 

(1) Isi＜0.3 または qi＜0.5 の場合 

 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 

(2) 0.3≦Isi＜0.6 または 0.5≦qi＜1.0 の場合 

 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 

(3) Isi≧0.6 かつ qi≧1.0 の場合 

 地震の振動および衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 

 

この判定により、(3)以外の場合は、改修を行うか建替を行うかを建物の所有者と協議することに

なる。ただし、建物用途の重要度などにより判定指標値が厳しくなる。例えば、文教施設では「公立

学校施設に係る大規模地震対策関係法令および地震防災対策関係法令の運用細目」（文科省）におい

て、補強後の建物に必要な指標を「Isi≧0.7 かつ qi≧1.0」としている。 

既存建物の改修は、上記の指標について目標値を設定し、それを達成するよう部材の増設、補強、

あるいは屋根や床等の質量を低減するものである。部材増設の具体例として、筋違や耐震壁の設置、

耐震間柱の設置がある。また、部材自体の補強としては、カバープレートを溶接し断面積を確保する

ことにより、部材の全塑性モーメントを増大させるだけでなく、板要素の幅厚比を小さくすることに

より早期の局部座屈を抑制する。また、梁端接合部では、カバープレートやハンチ（梁フランジ端部

を拡幅するための鋼板）を溶接することにより耐力不足を補う。パネルゾーンではダブラープレート

を溶接することでパネルゾーンの座屈を防止し、骨組みの塑性変形能力を上げる。 
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3．熊本地震における被害と耐震改修の状況 

 熊本地震では地震動だけでなく地盤変状により甚大な被害が報告されているが、倒壊に至った多く

は伝統工法の木造住宅である。鉄骨造建物のうち、耐震診断および耐震改修されたものは、熊本県内

では主に文教施設に限られており、民間の建物の診断・改修状況は把握できていない部分もあるが、

新耐震基準に対応した建物の倒壊事例の報告は無い。ここでは熊本市が公開している耐震指標が確認

できる建物 2) について、日本建築学会の緊急報告会資料 3) と併せて、その被害状況の一部を示す。 

熊本市では平成 25 年度までに全ての小中学校の耐震化を完了している。図 2 は小破以上の被害を

受けた体育館の改修前と改修後の Isi 値、qi 値を示している。なお、改修前の値が不明の建物がある

ため、改修前のプロット数が少ない。バラツキはあるが、改修後の保有水平耐力の指標 qi の多くは、

要求値（qi≧1.0）と比較してかなり安全側、すなわち 1.0 よりもはるかに大きい値を取っている。し

かし、今回の地震ではそのうち 24 施設（図 2 中、橙で表示）で避難所として使用できなかった。そ

の主な理由は、桁行面の大部分の鉛直ブレースが引張力により塑性化し座屈していたこと（図 3）、

天井ブレースの一部が破断し部材が落下したこと（図 4）、柱脚あるいは置屋根形式の支承部が側方

破壊していたこと（図 5, 6）により、被災度区分の中破・大破に相当する構造材の被害が出ていたた

めであった。ただし、これらの建築年は 1960〜70 年代であり、改修前の値から類推すると、耐震改

修がなされていなければ倒壊に到っていた可能性がある。その他、構造的には損傷は軽微であっても、

非構造材（内外装材など）の大規模なひび割れ、剥離・剥落（図 7）により避難所としての使用を控

えた施設がある。なお、天井材については平成 25 年の国土交通省の告示 4) により天井脱落対策に係

る一連の技術基準が示されたことで、ほとんどの体育館で耐震改修工事時に天井板が撤去されていた

ため、被害は殆ど見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 改修前と改修後の耐震性の比較 
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図 3 鉛直ブレースの座屈     図 4 天井ブレースの破断       図 5 柱脚の側方破壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    図 6 置屋根形式支承部の側方破壊       図 7 外装材のひび割れと剥離・剥落 

 

4.まとめ 

熊本地震では、ほぼ 2 日の間に最大震度 7 を 2 度記録するという前例のない経験をし、自然の猛威

を改めて思い知らされた。これまでの一般論として、大規模な地震は数百年に 1 度のことで、その後

は余震が続くがその規模は徐々に小さくなると考えられており、殆どの住民は 1 度目の地震が本震と

捉えていた。現行の耐震基準は数百年周期の大規模地震も想定し、そのような場合でも「国民の生命、

身体及び財産の保護」を目的としているが、そこには 1 度発生したら次は数百年後との認識もある。

耐震診断基準も 1 度目の地震までの診断であり、経年劣化及び施工不良と共に、建物が「罹災、火

災の履歴を持ち、その状況が構造強度への影響が大きいと判断されるもの」は適用範囲から除外して

いる。前震により損傷を受けていた建物は、その後の本震で致命的なダメージを受け、多くが倒壊し

た。ただし、1981 年以降の新耐震基準で建てられた建物では、震源となった益城町を除いて倒壊を

免れており、新耐震基準に一定の効果があったことを窺わせる。しかし、阪神大震災以降、問題視さ

れ続けてきている既存不適格建築の耐震化の対応を急ぐ必要があることが改めて示されることにな

った。また、2 次部材についても防災計画上の避難所となる学校・体育館については、今後、非構造

材を含めた耐震性の強化が望まれる。 
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